
第９期介護保険事業計画作成のための地域分析・検討結果記入シート 自保険者 比較地域

都道府県名／保険者名 山口県 山陽小野田市
35 35216
35 35207

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5

認定率 B4-a ％ 見える化・時系列 17.8 17.8 17.6 19.2 19.0 19.0 18.7 18.9 19.0 18.5 18.7 18.7

調整済み認定率 B5-a ％ 見える化・時系列（他地域と比較） 15.4 15.0 14.5 16.3 15.7 15.3 17.0 16.6 16.3 16.9 16.5 16.1

調整済み重度認定率
（要介護３～５）

B6-a ％ 見える化・時系列（他地域と比較） 4.3 4.3 4.0 5.0 4.9 4.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 5.2

調整済み軽度認定率
（要支援１～要介護２）

B6-b ％ 見える化・時系列（他地域と比較） 11.1 10.7 10.5 11.2 10.8 10.5 11.2 11.0 10.8 11.5 11.3 10.9

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5

受給率
（施設サービス）

D2 ％ 見える化・時系列 2.5 2.4 2.4 3.1 3.0 3.1 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9

受給率
（居住系サービス）

D3 ％ 見える化・時系列 1.6 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.1 1.3 1.4

受給率
（在宅サービス）

D4 ％ 見える化・時系列 9.6 9.8 9.8 10.2 10.4 10.4 10.2 10.4 10.5 10.0 10.0 10.1

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5

受給者1人あたり給付
月額（在宅および居住
系サ－ビス）

D15-a 円 見える化・時系列 132,318 132,545 135,501 123,346 122,585 125,715 130,298 130,071 133,624 125,657 124,359 127,790

受給者1人あたり給付
月額（在宅サービス）

D15-b 円 見える化・時系列 121,006 120,980 124,089 113,527 112,489 115,757 119,151 118,718 122,272 115,399 112,026 115,431

受給者1人あたり給付
月額（訪問介護）

D17-a 円 見える化・時系列 44,006 43,408 47,260 55,589 54,078 53,534 75,248 76,919 79,747 69,232 63,227 65,021

受給者1人あたり利用
日数・回数（訪問介
護）

D31-a 回 見える化・時系列 17.1 16.5 17.5 25.6 26.2 26.9 20.8 19.8 19.4 28.7 25.2 26.1

受給者1人あたり給付
月額（訪問入浴介護）

D17-b 円 見える化・時系列 57,025 53,357 54,240 58,726 58,121 61,232 62,640 61,810 63,246 63,636 61,628 65,060

受給者1人あたり利用
日数・回数（訪問入浴
介護）

D31-b 回 見える化・時系列 4.8 4.4 4.5 4.9 4.8 5.0 5.0 4.9 4.9 5.2 5.1 5.3

受給者1人あたり給付
月額（訪問看護）

D17-c 円 見える化・時系列 39,836 38,826 36,207 35,261 34,711 35,025 41,445 41,295 42,196 35,131 32,771 34,664

受給者1人あたり利用
日数・回数（訪問看
護）

D31-c 回 見える化・時系列 7.3 7.3 6.8 6.8 6.7 6.8 8.9 8.9 9.2 6.6 6.4 7.4

受給者1人あたり給付
月額（訪問リハ）

D17-d 円 見える化・時系列 41,772 38,760 37,421 32,831 32,259 34,036 34,160 33,674 35,122 33,919 32,370 34,054

受給者1人あたり利用
日数・回数（訪問リハ）

D31-d 回 見える化・時系列 14.0 13.1 12.9 11.4 11.2 11.9 11.7 11.5 12.0 12.0 11.3 11.8

受給者1人あたり給付
月額（居宅療養管理
指導）

D17-e 円 見える化・時系列 9,513 9,294 9,097 9,388 9,442 9,622 12,220 12,382 12,769 11,868 12,040 12,420

受給者1人あたり給付
月額（通所介護）

D17-f 円 見える化・時系列 100,426 100,019 105,392 93,391 91,608 94,878 84,960 83,257 86,043 87,533 84,928 89,204

受給者1人あたり利用
日数・回数（通所介
護）

D31-e 日 見える化・時系列 14.5 14.5 15.1 12.9 12.6 12.9 11.0 10.7 11.0 12.3 11.7 12.1

受給者1人あたり給付
月額（通所リハ）

D17-g 円 見える化・時系列 60,875 61,120 63,094 54,132 52,538 54,275 59,650 58,136 60,197 50,628 45,756 46,361

下松市

データの値

活用データ名・
指標名

指標
ID

備考単位
比較地域

自保険者 都道府県平均 全国平均
山口県

問題を解決するための
対応策（理想像でも可）

①受給者一人
あたりの給付月
額が県平均、全
国平均より高
い。

②訪問介護に
ついて、受給者
一人あたりの給
付月額、利用回
数は、県及び全
国平均を下回っ
ているが、増加
傾向にある。

③通所介護に
ついて、受給者
一人あたりの給
付月額、利用日
数は、県及び全
国平均を上回っ
ており、更に増
加傾向にある。

④認知症対応
型通所介護に
ついて、受給者
一人あたりの給
付月額、利用日
数は、県及び全
国平均を上回っ
ている。

⑤地域密着型
通所介護につ
いて、受給者一
人あたりの給付
月額、利用日数
は、県及び全国
平均を上回って
いる。

①調整済み重度認定率は全
国平均より低く、減少傾向にあ
ることから、給付月額の増加
は１人が受けるサービス量が
増加していることが要因と考え
られる。（支給限度額に対する
利用割合が増加傾向にあ
る。）

②訪問介護の実績は増加傾
向にある。一部に過剰な給付
がみられるため、適正なサー
ビスであるか検証していく必要
がある。また、新型コロナウイ
ルス感染症の影響から通所
サービスから訪問サービスに
切り替える事例があるため、
今後、サービス量が変化して
いく可能性がある。

③④⑤地域特性として、通所
介護事業所数が多いことが要
因と考えられる。
施設の代替としての役割を果
たしており、利用者にとっては
選択肢が多くなるが、供給過
多の可能性もある。

人口１０万対事業所
通所介護　市23.7事業所、全
国平均19.3事業所

認知症対応型通所介護　市
15.8事業所、全国平均2.9事業
所

地域密着型通所介護　市34.8
事業所、全国平均16.2事業所

①見える化システム
B6-a（調整済み重度
認定率）
D15-a,b（受給者１人
あたり給付月額）、
給付実績

②見える化システム
D17-a.受給者1人あ
たり給付月額（訪問
介護）、
D31-a.受給者1人当
たり利用日数・回数
（訪問介護） 、
K3-a（サービス提供
事業所数（訪問介
護））、年報様式２
（介護度ごとの件
数、給付額の推移を
確認）

③④⑤見える化シス
テム
K3-f.サービス提供
事業所数（通所介
護） 、
D17-t.受給者1人あ
たり給付月額（地域
密着型通所介護） 、
K3-o.サービス提供
事業所数（認知症対
応型通所介護）

①給付適正化の更なる推
進、ケアマネジャー、サー
ビス提供事業所の資質向
上が必要である。
また、作成されるケアプラ
ンが地域の社会資源を活
用し、インフォーマルサー
ビスも含めた総合的なプ
ランとなっているか検証を
行っていく。

②在宅継続の希望が高
いため、適切なサービス
を提供できるよう体制を
整備する。
また、本人の自立支援を
妨げる過剰なサービスに
ならないよう適正化に力
を入れる必要がある。

③④⑤有料老人ホーム等
に併設した通所系事業所
が多くなっており、事業所
本位のサービス提供と
なっている事例がある。
また、小規模多機能型等
のサービスについても、
併設施設利用者に提供
する事例が多く、真に在
宅の利用者に提供できな
い事例があるため、必要
なサービス提供になるよ
うケアプラン等の検証や
事業所への指導等を行う
とともに、有料老人ホー
ム、地域密着型通所介護
事業所等の総量規制を検
討していく必要がある。

⑥介護予防のための取
組、在宅医療・介護の連
携体制構築の推進を図る
とともに、入院、家族介護
者ケアの取組を充実させ
る。

また、退院後のリハビリ提
供体制を整備し、在宅復
帰の支援を行う。

⑦福祉用具貸与につい
て、介護度で判断して安
易に貸与するのではなく、
利用者の状態像にあった
貸与になるよう、ケアマネ
ジャーの資質向上を図る
ことが必要である。

重度化防止に向けた取組
を推進する。また、適正な
介護認定となるよう介護
認定審査員及び認定調
査員の資質向上を図る。

居住系サービス
が全国平均より
高い。

施設サービスを居住系サービ
スや他の在宅サービスの利用
で代替していると考えられる
が、グループホーム待機者や
ロングショートの増加が懸念さ
れる。

見える化システム
D3居住系サービス
受給率
D31-g受給者1人あ
たり利用日数・回数
（短期入所生活介
護）
D31-q受給者1人あ
たり給付月額（認知
症対応型共同生活
介護）

地域特性にあった介護
サービスが実施されるよ
う議論していく必要があ
る。

いずれの指標も
全国及び県平
均を下回ってい
る。調整済み重
度認定率、調整
済み軽度認定
率はともに減少
傾向にある。

調整済み重度認定率は、きこ
こ数年、重度認定者の入院や
資格喪失の割合が多くなって
いることが要因と考えられる。
調整済み軽度認定率は総合
事業の拡大により減少傾向に
ある。

・総合事業対象者の
推移
・認定者の資格推移

全国平均等
との比較

全国平均等との乖離
について理由・問題点

等の考察（仮説の設定）

設定した仮説の
確認・検証方法

資料３



下松市

データの値

活用データ名・
指標名

指標
ID

備考単位
比較地域

自保険者 都道府県平均 全国平均
山口県

問題を解決するための
対応策（理想像でも可）

全国平均等
との比較

全国平均等との乖離
について理由・問題点

等の考察（仮説の設定）

設定した仮説の
確認・検証方法

受給者1人あたり利用
日数・回数（通所リハ）

D31-f 日 見える化・時系列 5.9 6.0 6.2 5.6 5.4 5.6 5.9 5.7 5.9 5.2 4.5 4.7

受給者1人あたり給付
月額（短期入所生活
介護）

D17-h 円 見える化・時系列 100,229 96,194 98,871 108,387 109,282 108,470 109,769 108,557 107,150 90,813 96,890 97,138

受給者1人あたり利用
日数・回数（短期入所
生活介護）

D31-g 日 見える化・時系列 13.2 12.8 12.9 13.6 13.5 13.3 12.9 12.7 12.4 11.1 11.5 11.6

受給者1人あたり給付
月額（短期入所療養
介護）

D17-i 円 見える化・時系列 73,835 85,650 59,822 80,301 80,607 76,940 92,181 91,341 91,365 102,905 108,045 103,996

受給者1人あたり利用
日数・回数（短期入所
療養介護）

D31-h 日 見える化・時系列 7.7 8.4 5.8 7.8 7.7 7.3 8.2 8.1 8.0 9.2 9.5 8.8

受給者1人あたり給付
月額（福祉用具貸与）

D17-j 円 見える化・時系列 9,285 9,397 9,342 10,875 11,063 11,171 11,778 11,966 12,080 10,783 11,027 11,199

受給者1人あたり給付
月額（特定施設入居
者生活介護）

D17-k 円 見える化・時系列 153,571 155,215 154,599 172,348 174,572 177,131 181,731 184,041 187,374 189,047 195,367 194,369

受給者1人あたり給付
月額（介護予防支援・
居宅介護支援）

D17-l 円 見える化・時系列 11,478 11,374 11,507 11,850 12,004 12,046 13,051 13,138 13,193 11,792 12,026 12,034

受給者1人あたり給付
月額（定期巡回・随時
対応型訪問看護介
護）

D17-m 円 見える化・時系列 95,627 105,154 106,887 127,062 134,960 135,088 161,593 166,008 168,601 116,176 150,881 182,597

受給者1人あたり給付
月額（夜間対応型訪
問介護）

D17-n 円 見える化・時系列 0 0 0 118,741 190,548 37,505 38,815 39,154 0 0 0

受給者1人あたり給付
月額（認知症対応型
通所介護）

D17-o 円 見える化・時系列 182,142 168,525 165,888 121,770 118,836 122,110 117,876 116,352 120,258 113,502 101,025 104,094

受給者1人あたり利用
日数・回数（認知症対
応型通所介護）

D31-i 日 見える化・時系列 16.6 15.6 15.7 12.5 12.0 12.3 10.9 10.6 10.9 11.5 10.5 10.8

受給者1人あたり給付
月額（小規模多機能
型居宅介護）

D17-p 円 見える化・時系列 159,345 168,508 168,507 173,867 174,396 175,878 188,919 191,607 194,168 182,920 189,236 191,800

受給者1人あたり給付
月額（認知症対応型
共同生活介護）

D17-q 円 見える化・時系列 251,216 253,067 255,120 251,012 252,565 254,602 258,748 260,639 264,842 244,463 241,717 247,882

受給者1人あたり給付
月額（地域密着型特
定施設入居者生活介
護）

D17-r 円 見える化・時系列 0 0 0 203,958 208,147 206,556 198,284 198,574 199,701 0 0 0

受給者1人あたり給付
月額（看護小規模多
機能型居宅介護）

D17-s 円 見える化・時系列 210,478 225,508 240,815 234,794 234,328 243,150 257,480 260,420 264,996 299,369 300,881

受給者1人あたり給付
月額（地域密着型通
所介護）

D17-t 円 見える化・時系列 118,218 118,111 122,275 91,797 90,579 93,275 76,704 74,762 76,350 124,637 135,268 135,423

受給者1人あたり利用
日数・回数（地域密着
型通所介護）

D31-j 回 見える化・時系列 14.8 14.6 14.9 11.6 11.4 11.7 9.7 9.4 9.6 14.7 15.2 15.0

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5

①受給者一人
あたりの給付月
額が県平均、全
国平均より高
い。

②訪問介護に
ついて、受給者
一人あたりの給
付月額、利用回
数は、県及び全
国平均を下回っ
ているが、増加
傾向にある。

③通所介護に
ついて、受給者
一人あたりの給
付月額、利用日
数は、県及び全
国平均を上回っ
ており、更に増
加傾向にある。

④認知症対応
型通所介護に
ついて、受給者
一人あたりの給
付月額、利用日
数は、県及び全
国平均を上回っ
ている。

⑤地域密着型
通所介護につ
いて、受給者一
人あたりの給付
月額、利用日数
は、県及び全国
平均を上回って
いる。

①調整済み重度認定率は全
国平均より低く、減少傾向にあ
ることから、給付月額の増加
は１人が受けるサービス量が
増加していることが要因と考え
られる。（支給限度額に対する
利用割合が増加傾向にあ
る。）

②訪問介護の実績は増加傾
向にある。一部に過剰な給付
がみられるため、適正なサー
ビスであるか検証していく必要
がある。また、新型コロナウイ
ルス感染症の影響から通所
サービスから訪問サービスに
切り替える事例があるため、
今後、サービス量が変化して
いく可能性がある。

③④⑤地域特性として、通所
介護事業所数が多いことが要
因と考えられる。
施設の代替としての役割を果
たしており、利用者にとっては
選択肢が多くなるが、供給過
多の可能性もある。

人口１０万対事業所
通所介護　市23.7事業所、全
国平均19.3事業所

認知症対応型通所介護　市
15.8事業所、全国平均2.9事業
所

地域密着型通所介護　市34.8
事業所、全国平均16.2事業所

①見える化システム
B6-a（調整済み重度
認定率）
D15-a,b（受給者１人
あたり給付月額）、
給付実績

②見える化システム
D17-a.受給者1人あ
たり給付月額（訪問
介護）、
D31-a.受給者1人当
たり利用日数・回数
（訪問介護） 、
K3-a（サービス提供
事業所数（訪問介
護））、年報様式２
（介護度ごとの件
数、給付額の推移を
確認）

③④⑤見える化シス
テム
K3-f.サービス提供
事業所数（通所介
護） 、
D17-t.受給者1人あ
たり給付月額（地域
密着型通所介護） 、
K3-o.サービス提供
事業所数（認知症対
応型通所介護）

①給付適正化の更なる推
進、ケアマネジャー、サー
ビス提供事業所の資質向
上が必要である。
また、作成されるケアプラ
ンが地域の社会資源を活
用し、インフォーマルサー
ビスも含めた総合的なプ
ランとなっているか検証を
行っていく。

②在宅継続の希望が高
いため、適切なサービス
を提供できるよう体制を
整備する。
また、本人の自立支援を
妨げる過剰なサービスに
ならないよう適正化に力
を入れる必要がある。

③④⑤有料老人ホーム等
に併設した通所系事業所
が多くなっており、事業所
本位のサービス提供と
なっている事例がある。
また、小規模多機能型等
のサービスについても、
併設施設利用者に提供
する事例が多く、真に在
宅の利用者に提供できな
い事例があるため、必要
なサービス提供になるよ
うケアプラン等の検証や
事業所への指導等を行う
とともに、有料老人ホー
ム、地域密着型通所介護
事業所等の総量規制を検
討していく必要がある。

⑥介護予防のための取
組、在宅医療・介護の連
携体制構築の推進を図る
とともに、入院、家族介護
者ケアの取組を充実させ
る。

また、退院後のリハビリ提
供体制を整備し、在宅復
帰の支援を行う。

⑦福祉用具貸与につい
て、介護度で判断して安
易に貸与するのではなく、
利用者の状態像にあった
貸与になるよう、ケアマネ
ジャーの資質向上を図る
ことが必要である。


